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日田市自治基本条例を施行します
　日田市自治基本条例が４月１日から施行されました。
　この条例は、「まちづくりの主体は市民である」ことと「参画と協働によるまちづくり」を主旨としています。
　これまで２回にわたって、前文から第二章まで説明しました。
　今月号は、日田市自治基本条例の第３章「市議会の責務等」から第５章「市政運営」の各条文について説明します。

第
三
章　
市
議
会
の
責
務
等

【
第
９
条
（
市
議
会
の
責
務
等
）
】

　
市
議
会
は
、
住
民
の
代
表
機
関
と
し
て
、

市
民
福
祉
の
向
上
及
び
市
政
の
発
展
に

寄
与
す
る
た
め
、
市
政
運
営
を
監
視
す

る
と
と
も
に
、
市
政
に
対
し
、
政
策
立
案

又
は
政
策
提
言
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

市
議
会
は
、
多
様
な
方
法
で
市
民

の
意
思
を
把
握
し
、
市
政
及
び
議
会

活
動
に
反
映
さ
せ
る
と
と
も
に
、
議

会
活
動
に
関
す
る
情
報
を
市
民
に
積

極
的
か
つ
分
か
り
や
す
く
説
明
し
、

市
民
に
開
か
れ
た
議
会
を
目
指
す
も

の
と
す
る
。

３　

市
議
会
の
活
動
原
則
、
市
民
及
び

市
長
等
と
の
関
係
等
に
関
す
る
基
本

的
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
条
例
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

【
第
10
条
（
議
員
の
責
務
）
】

　

議
員
は
、
住
民
の
代
表
機
関
の
一
員

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
公
正
か
つ
誠

実
に
職
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
す
る
。

２　
議
員
は
、
議
会
の
構
成
員
と
し
て
、

市
民
福
祉
の
向
上
を
目
指
し
て
行
動

し
、
自
己
の
議
会
活
動
に
つ
い
て
市

民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
も

の
と
す
る
。

３　

議
員
の
活
動
原
則
等
の
基
本
的
事

項
に
つ
い
て
は
、
別
に
条
例
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

<

解
説>

 

市
議
会
は
、
住
民
を
代
表
す
る
機
関
と

し
て
、
法
令
に
よ
り
権
限
が
与
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
市
長
と
と
も
に
二
元
代

表
制
の
一
翼
を
担
う
重
要
な
役
割
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
責
務
等
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
ま
す
。

 

ま
た
、
市
議
会
や
議
員
の
活
動
原
則
等

は
「
日
田
市
議
会
基
本
条
例
」
で
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

第
四
章　
市
長
及
び
職
員
の
責
務

【
第
11
条
（
市
長
の
責
務
）
】

　

市
長
は
、
市
民
の
負
託
に
応
え
、
本

市
の
代
表
者
と
し
て
市
民
と
の
対
話
を

重
視
し
、
公
正
か
つ
誠
実
に
市
政
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
長
は
、
市
の
将
来
像
及
び
政
策

等
に
つ
い
て
市
民
に
分
か
り
や
す
く

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

市
長
は
、
指
導
力
を
最
大
限
に
発

揮
し
、
市
政
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

<

解
説>

　

市
長
は
、
住
民
か
ら
選
挙
に
よ
っ
て

直
接
選
ば
れ
た
市
の
代
表
者
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
重
要
性
を
含
め
市
長
の

責
務
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
規
定
し

て
い
る
も
の
で
す
。

　

第
１
項
で
は
、
市
長
は
、
住
民
か
ら

選
挙
に
よ
り
直
接
選
ば
れ
た
と
い
う
負

託
に
応
え
、
市
民
と
の
対
話
の
大
切
さ

を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
公
正
か
つ
誠

実
に
市
政
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
規
定
す
る
も
の
で
す
。

　

第
２
項
で
は
、
市
長
は
、
「
日
田
市
を

将
来
ど
の
よ
う
な
ま
ち
に
し
た
い
の
か
」

と
い
う
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
ち
、
ま

た
そ
の
実
現
の
た
め
に
「
ど
の
よ
う
な

政
策
等
を
実
行
し
て
い
く
べ
き
か
」
を

考
え
、
目
指
す
べ
き
市
の
将
来
像
や
政

策
等
に
つ
い
て
、
市
民
に
分
か
り
や
す

く
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

定
め
て
い
ま
す
。

　

第
３
項
で
は
、
市
長
が
、
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
職
員
の

指
揮
監
督
を
行
い
、
組
織
を
ま
と
め
る

と
と
も
に
、
日
田
市
と
い
う
自
治
体
の

経
営
者
と
し
て
、
財
源
や
人
材
な
ど
経

営
資
源
の
効
率
的
な
活
用
を
図
る
な
ど
、

経
営
感
覚
を
持
っ
て
、
市
政
運
営
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し

て
い
ま
す
。

【
第
12
条
（
職
員
の
責
務
）
】

　

職
員
は
、
市
民
全
体
の
た
め
に
働
く

者
と
し
て
の
認
識
を
持
ち
、
法
令
等
を

遵
守
し
、
公
正
か
つ
誠
実
に
職
務
を
遂

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

職
員
は
、
市
民
か
ら
の
意
見
（
不

当
要
求
等
を
除
く
）
に
誠
実
に
対
応

し
、
課
題
等
の
解
決
に
取
り
組
ま
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

職
員
は
、
知
識
の
習
得
及
び
能
力

の
向
上
に
努
め
、
市
民
の
視
点
に
立

ち
、
意
欲
を
持
っ
て
職
務
に
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

職
員
は
、
前
３
項
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
市

民
と
し
て
の
責
務
を
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

<

解
説>

　

職
員
は
、
市
長
を
始
め
と
す
る
執
行

機
関
の
長
の
命
に
よ
り
職
務
を
行
い
ま

す
が
、
実
務
者
と
し
て
、
ま
ち
づ
く
り

に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と

に
な
る
た
め
、
そ
の
責
務
は
重
要
と
な

り
ま
す
。

　

第
１
項
で
は
、
市
の
職
員
は
、
憲
法

第
15
条
第
２
項
に
規
定
す
る
「
す
べ
て

公
務
員
は
、
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
っ
て
、

一
部
の
奉
仕
者
で
は
な
い
」
こ
と
や
、

地
方
公
務
員
法
に
規
定
す
る
職
員
の
職

務
専
念
義
務
、
さ
ら
に
は
、
市
で
規
定

し
た
服
務
規
程
な
ど
公
務
員
と
し
て
の

義
務
や
心
構
え
を
守
る
と
と
も
に
、
法

令
等
を
遵
守
し
、
市
民
に
対
し
て
公
正

か
つ
誠
実
に
仕
事
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

第
２
項
で
は
、
職
員
は
、
市
民
か
ら

の
意
見
や
要
望
、
相
談
な
ど
に
対
し
て
、

誠
実
に
対
応
し
、
課
題
解
決
に
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
不
当
要
求
等
（
特

定
の
も
の
に
対
し
て
有
利
又
は
不
利
な

取
扱
い
を
す
る
こ
と
及
び
特
定
の
も
の
に

対
し
て
義
務
の
な
い
こ
と
を
行
わ
せ
、又

は
権
利
の
行
使
を
妨
げ
る
よ
う
な
言
動

を
い
う
）
に
対
し
て
は
、
き
ぜ
ん
と
し
た

対
応
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

第
３
項
で
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
の
た
め
に
、
職
員
そ
れ
ぞ
れ
が
知
識

や
能
力
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
と
と

も
に
、
市
民
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
捉
え
て

意
欲
的
に
職
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

第
４
項
で
は
、
職
員
は
市
民
で
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
積
極
的
に
ま
ち
づ
く
り

活
動
に
参
加
す
る
な
ど
、
こ
の
条
例
に

規
定
す
る
市
民
と
し
て
の
責
務
も
果
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し

て
い
ま
す
。

　

ま
ち
づ
く
り
や
地
域
の
活
動
に
関
し

て
、
職
員
に
対
す
る
市
民
の
期
待
は
大

き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
期
待
に

応
え
ら
れ
る
よ
う
職
員
も
頑
張
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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【
第
15
条
（
財
政
運
営
）
】

　

市
長
等
は
、
中
長
期
的
な
財
政
の
見

通
し
を
踏
ま
え
、
政
策
相
互
の
連
携
を

図
り
な
が
ら
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
財

政
運
営
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
長
等
は
、
創
意
工
夫
に
よ
る
経

費
節
減
等
に
努
め
る
こ
と
で
、
行
財

政
改
革
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

低
下
を
招
か
な
い
よ
う
十
分
留
意
す

る
も
の
と
す
る
。

３　

市
長
等
は
、
市
が
保
有
す
る
財
産

を
適
正
に
管
理
し
、
効
率
的
な
運
用

を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

市
長
等
は
、
予
算
及
び
決
算
そ
の

他
市
の
財
政
に
関
す
る
情
報
を
市
民

に
分
か
り
や
す
く
公
表
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

<

解
説>

　

自
立
し
た
自
治
を
継
続
し
て
い
く
た

め
に
は
、
健
全
な
財
政
運
営
を
維
持
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最

小
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
上
げ
る
た

め
の
計
画
的
な
財
政
運
営
に
つ
い
て
規

定
し
て
い
ま
す
。

　

第
１
項
で
は
、
本
市
の
財
政
運
営
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

本
市
の
中
長
期
的
な
財
政
状
況
は
、

地
方
交
付
税
の
削
減
や
人
口
減
少
、
少
子

高
齢
化
等
に
よ
る
税
収
の
減
少
な
ど
に
よ

り
、
極
め
て
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
政
策
相
互
の
連
携
を
図
り

な
が
ら
、
歳
出
の
抑
制
に
取
り
組
む
と

と
も
に
、
税
収
等
の
財
源
の
確
保
を
図

る
な
ど
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
財
政

運
営
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
市
で
は
、
財
政
推
計
を
策
定

す
る
と
と
も
に
、
毎
年
実
施
計
画
を
策

定
す
る
中
で
事
業
の
精
査
を
行
い
、
効

果
的
か
つ
効
率
的
に
予
算
を
執
行
す
る

よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

第
２
項
で
は
、
行
政
改
革
に
取
り
組

む
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

市
長
等
は
、
事
業
実
施
方
法
の
見
直

し
（
例
：
イ
ベ
ン
ト
の
共
同
実
施
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
用
等
）
や
公
共
施
設

の
効
率
的
な
設
置
・
運
営
、
オ
フ
ィ
ス

コ
ス
ト
の
見
直
し
（
光
熱
水
費
の
節
約

等
）
な
ど
、
様
々
な
工
夫
や
ア
イ
デ
ア
、

ま
た
、
自
ら
の
努
力
に
よ
り
、
経
費
の

節
減
に
努
め
る
こ
と
で
行
財
政
改
革
に
取

り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
行
財
政
改
革
に
取
り
組
む

に
あ
た
っ
て
は
、
単
に
予
算
を
カ
ッ
ト

す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
行
政

を
経
営
す
る
と
い
う
視
点
に
立
ち
、
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う

限
ら
れ
た
経
営
資
源
（
人
、
物
、
金
、

情
報
、
時
間
）
を
生
か
す
な
ど
、
質
的

な
行
財
政
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ

と
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

第
３
項
で
は
、
市
が
保
有
す
る
土
地

や
施
設
な
ど
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
適

正
な
管
理
や
効
率
的
な
運
用
を
行
い
、

資
産
の
有
効
な
活
用
を
図
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
も
の
で
す
。

特
に
、
今
後
、
財
政
状
況
や
人
口
減
少

を
踏
ま
え
公
共
施
設
の
在
り
方
を
見
直

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

第
４
項
で
は
、
予
算
、
決
算
、
財
産

の
保
有
状
況
な
ど
の
財
政
状
況
を
市
民

に
分
か
り
や
す
く
公
表
す
る
よ
う
努
め

る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
が
総
合
計
画
等
の
裏
付
け
と
な
る

財
政
の
状
況
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、

今
後
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
を
知
る
こ

と
は
、
市
政
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
り
、

こ
の
公
表
は
、
こ
の
条
例
第
４
条
に
規

定
す
る
自
治
の
基
本
原
則
「
ま
ち
づ
く

り
に
関
す
る
情
報
の
共
有
等
」
や
第
５

条
に
規
定
す
る
市
民
の
「
情
報
を
知
る

権
利
」
を
保
障
す
る
も
の
で
す
。
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第
五
章　
市
政
運
営

【
第
13
条
（
計
画
的
な
市
政
運
営
）
】

　

市
長
等
は
、
計
画
的
な
市
政
運
営
を

行
う
た
め
、
市
の
最
上
位
計
画
で
あ
る

総
合
計
画
及
び
各
行
政
分
野
に
お
け
る
基

本
的
な
計
画
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

市
長
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
基

本
的
な
計
画
を
策
定
す
る
と
き
は
、

総
合
計
画
と
の
整
合
性
に
配
慮
す
る

と
と
も
に
、
関
連
す
る
他
の
基
本
的
な

計
画
と
の
調
整
を
図
る
も
の
と
す
る
。

３　

市
長
等
は
、
総
合
計
画
等
の
内
容

及
び
進
捗
状
況
に
関
す
る
情
報
を
市

民
に
分
か
り
や
す
く
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。

４　

市
長
等
は
、
市
民
参
画
の
機
会
を

設
け
、
総
合
計
画
等
の
策
定
及
び
改

定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

５　
市
長
等
は
、
総
合
計
画
等
に
つ
い
て
、

社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
で
き
る
よ
う
、

常
に
検
討
を
加
え
る
と
と
も
に
、
必

要
に
応
じ
て
見
直
す
も
の
と
す
る
。

<

解
説>

　

地
方
自
治
体
は
、
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
行
政
運
営
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
た
め
、
総
合
計
画
や
各
種

の
基
本
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
規
定
し

て
い
ま
す
。

　

総
合
計
画
と
は
、
本
市
の
行
政
運
営

を
行
う
上
で
の
指
針
と
し
て
、
ま
ち
づ

く
り
の
方
向
性
を
定
め
る
最
も
重
要
な

計
画
で
あ
り
、
今
後
取
り
組
む
べ
き
施

策
を
体
系
的
に
示
し
た
も
の
で
す
。

【
第
14
条
（
政
策
法
務
）
】

　

市
長
等
は
、
行
政
課
題
に
対
応
し
た

自
主
的
な
政
策
等
を
実
行
す
る
た
め
、

地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
い
て
法
令
を

解
釈
し
、
及
び
運
用
す
る
と
と
も
に
、

主
体
的
か
つ
積
極
的
に
条
例
等
を
立
案

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
民
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
政

策
法
務
の
取
組
に
つ
い
て
、
必
要
な

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

<

解
説>

　

平
成
12
年
４
月
の
地
方
分
権
一
括
法

の
施
行
に
よ
り
、
国
と
地
方
自
治
体
の

関
係
が
対
等
協
力
の
関
係
に
見
直
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
体
に
よ
る

法
令
の
自
主
解
釈
権
が
認
め
ら
れ
る
と

と
も
に
、
条
例
制
定
権
が
拡
充
さ
れ
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
市
長
等
が
こ
う
し
た

権
限
を
十
分
に
活
用
し
な
が
ら
、
自
己

責
任
と
自
己
決
定
の
下
、
地
域
の
特
性

に
応
じ
た
積
極
的
な
法
務
に
取
り
組
む

こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

第
１
項
で
は
、
市
長
等
が
市
政
の
課

題
に
対
応
し
た
自
主
的
な
政
策
等
を
実

行
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
前
例
踏
襲

型
の
発
想
の
仕
方
を
転
換
す
る
と
と
も

に
、
市
民
の
視
点
に
立
ち
、
本
市
の
実

情
を
考
慮
し
、
法
令
の
解
釈
を
自
主
的

か
つ
適
正
に
行
い
、
必
要
な
条
例
等
に

つ
い
て
主
体
的
か
つ
積
極
的
に
立
案
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
地
方
自
治
体
の
法
令
解

釈
は
、
国
の
通
達
や
行
政
実
例
な
ど
を
よ

り
ど
こ
ろ
に
し
て
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
地
方
分
権
改
革
に
よ
り
、

地
方
自
治
法
第
２
条
第
12
項
で
「
地
方

公
共
団
体
に
関
す
る
法
令
の
規
定
は
、

地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
い
て
、
か
つ
、

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
適
切
な
役
割

分
担
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
解
釈
し
、

及
び
運
用
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
、
地
方
自
治
体

に
よ
る
法
令
の
自
主
解
釈
権
が
認
め
ら

れ
る
に
至
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
従
前

の
「
機
関
委
任
事
務
」
の
ほ
と
ん
ど
が

地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
さ
れ
、
実
際

に
条
例
制
定
権
の
対
象
と
な
る
事
務
は
、

大
幅
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
地
方
自
治
体
は
こ
れ

ま
で
以
上
に
地
域
の
実
情
を
反
映
さ
せ

た
自
治
体
運
営
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
今
後
も
引
き
続
き
、
地

方
自
治
の
本
旨
に
沿
っ
た
、
か
つ
、
国

と
地
方
自
治
体
と
の
適
切
な
役
割
分
担

を
踏
ま
え
た
自
主
立
法
・
自
主
解
釈
型
の

法
務
が
、
よ
り
一
層
重
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
自
治
基
本
条
例
も
市
民
主
体
の

ま
ち
づ
く
り
の
実
現
を
図
る
た
め
に
、

日
田
市
が
主
体
的
に
条
例
を
制
定
し
た

も
の
で
す
。

　

こ
こ
で
言
う
「
地
方
自
治
の
本
旨
」

と
は
、
国
か
ら
独
立
し
た
地
方
自
治
体

を
認
め
、
そ
の
自
治
体
の
自
ら
の
権
限

と
責
任
に
お
い
て
地
域
の
行
政
を
処
理

す
る
「
団
体
自
治
」
と
、
そ
の
自
治
体

の
住
民
の
意
思
と
責
任
に
基
づ
い
て
行

政
を
行
う
「
住
民
自
治
」
の
２
つ
の
自

治
の
原
則
を
言
い
ま
す
。

　

第
２
項
で
は
、
市
民
は
、
市
長
等
が

第
１
項
の
規
定
に
従
っ
た
取
組
を
行
っ

て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
必
要
な

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

表
し
て
い
ま
す
。
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日田市自治基本条例③

過
程
の
透
明
性
の
確
保
や
情
報
公
開
、
情

報
共
有
の
観
点
か
ら
、
会
議
を
公
開
し
、

ま
た
会
議
録
及
び
会
議
資
料
を
公
表
す

る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

【
第
19
条
（
情
報
の
公
開
及
び
管
理
等
）】

　

市
長
等
は
、
公
正
で
開
か
れ
た
市
政

の
推
進
を
図
る
た
め
、
市
が
保
有
す
る

情
報
を
別
に
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
公
開
す
る
と
と
も
に
、
市
民
に
積

極
的
に
情
報
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
長
等
は
、
市
が
保
有
す
る
情
報

が
市
民
と
の
共
有
財
産
で
あ
る
と
の

認
識
に
立
ち
、
適
切
に
情
報
公
開
及

び
情
報
提
供
が
で
き
る
よ
う
組
織
的

に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

市
長
等
は
、
個
人
の
権
利
利
益
を

保
護
す
る
た
め
、
市
が
保
有
す
る
個

人
情
報
を
別
に
条
例
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
適
正
に
取
り
扱
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

<

解
説>

　

第
１
項
で
は
、
情
報
の
公
開
や
提
供

に
つ
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

市
は
、
「
日
田
市
情
報
公
開
条
例
」

に
基
づ
き
、
市
の
情
報
を
公
開
し
て
い

ま
す
が
、
市
民
参
画
に
よ
る
協
働
の
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
情

報
の
共
有
が
必
要
で
あ
り
、
求
め
ら
れ

て
情
報
を
公
開
す
る
と
い
う
受
け
身
の

姿
勢
で
は
な
く
、
市
側
が
積
極
的
に
情

報
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
、
ま
た
、
そ

の
情
報
に
つ
い
て
は
可
能
な
限
り
行
政

用
語
な
ど
を
使
わ
ず
に
、
市
民
の
皆
さ

ん
に
理
解
し
や
す
い
表
現
で
提
供
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

第
２
項
で
は
、
市
が
情
報
公
開
や
情

報
提
供
を
進
め
て
い
く
前
提
と
し
て
、

「
公
文
書
は
、
市
民
と
の
共
有
財
産
」

で
あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、
市
が
保

有
す
る
情
報
を
組
織
と
し
て
、
「
日
田

市
文
書
取
扱
規
定
」
等
に
基
づ
い
て
適

切
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

第
３
項
で
は
、
市
が
保
有
す
る
個
人

情
報
の
適
切
な
取
扱
い
に
つ
い
て
規
定

し
て
い
ま
す
。

　

個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
「
日
田
市

個
人
情
報
保
護
条
例
」
に
基
づ
き
適
正

な
取
扱
い
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
こ
の
条
例
の
第
４
条
「
自
治
の
基

本
原
則
」
第
３
号
に
規
定
す
る
情
報
の

共
有
の
た
め
に
行
う
情
報
提
供
や
情
報

公
開
に
お
い
て
も
個
人
情
報
は
保
護
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
こ
の
条

例
で
も
規
定
す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
行
政
運
営
上
必
要
と
さ
れ
る

個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
災

害
な
ど
の
緊
急
時
に
は
「
日
田
市
個
人

情
報
保
護
条
例
」
第
９
条
第
５
号
に
定

め
ら
れ
て
い
る
「
利
用
及
び
提
供
情
報

の
制
限
」
の
規
定
が
解
除
さ
れ
る
場
合

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
状
況
に
応
じ
た
適

切
な
運
用
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

【
第
20
条
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
）】

　

市
長
等
は
、
市
政
に
係
る
重
要
な
政

策
等
を
定
め
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
事
前
に
そ
の
案
及
び
論

点
を
明
確
に
し
た
資
料
等
を
公
表
し
、

市
民
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

市
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
意
見
を
踏
ま
え
て
政
策

等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
提
出
さ
れ

た
意
見
の
取
扱
い
の
結
果
及
び
そ
の

理
由
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

<

解
説>

　

市
の
重
要
な
政
策
等
を
策
定
す
る
と

き
に
、
市
民
の
意
見
を
聴
く
意
見
提
出

手
続
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
の
実

施
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
「
日
田
市
意
見
提
出
手

続
要
綱
」
に
基
づ
き
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
を
募
集
し
て
い
ま
す
が
、
な
か

な
か
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
状
況

に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
市
民
の
関
心

が
薄
い
と
い
う
可
能
性
と
、
一
方
で
行

政
の
情
報
提
供
の
方
法
に
問
題
が
あ
る

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
実

施
に
あ
た
っ
て
は
、
周
知
方
法
等
の
改

善
や
工
夫
が
必
要
で
す
。６月１日号では、

日田市自治基本条例の第６章「市民参画及び協働」から
第８章「条例の見直し」までを詳しく解説します
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【
第
16
条
（
組
織
及
び
人
事
政
策
）
】

　

市
長
等
は
、
社
会
情
勢
及
び
行
政
需

要
等
の
変
化
に
対
応
で
き
る
よ
う
組
織

の
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
重
要
な

政
策
課
題
に
つ
い
て
は
、
組
織
横
断
的

に
柔
軟
な
対
応
を
図
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
長
等
は
、
職
員
の
能
力
及
び
組

織
力
が
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
よ

う
、
効
果
的
か
つ
計
画
的
な
職
員
の

採
用
及
び
人
材
育
成
並
び
に
適
切
な

職
員
の
配
置
等
、
適
正
な
人
事
政
策

の
運
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

市
長
等
は
、
人
事
政
策
に
当
た
っ

て
は
、
市
民
と
の
信
頼
関
係
及
び
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上
に
配
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

<

解
説>

　

第
１
項
で
は
、
市
長
等
は
、
社
会
情

勢
等
の
変
化
に
対
応
し
て
い
く
た
め
、

常
に
組
織
の
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、

特
に
重
要
な
政
策
課
題
に
対
応
す
る
場

合
に
は
、
通
常
の
組
織
体
制
に
捉
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
関
連
す
る
部
署
が
連
携

し
て
組
織
横
断
的
に
取
り
組
む
よ
う
規

定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
自
治
基
本
条
例
に
お
い
て
も
各

部
署
の
職
員
で
構
成
し
た
「
自
治
基
本

条
例
制
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
を

設
置
し
、
市
民
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

と
と
も
に
本
条
例
の
た
た
き
台
を
作
成

し
ま
し
た
。

　

第
２
項
で
は
、
市
長
等
は
、
職
員
や

市
役
所
の
能
力
を
最
大
限
に
生
か
す
た

め
、
中
長
期
的
な
定
員
管
理
に
基
づ
く

職
員
の
採
用
や
職
員
の
能
力
向
上
の
た

め
の
研
修
制
度
の
充
実
に
努
め
る
と
と

も
に
、
職
員
の
能
力
を
生
か
し
た
適
材

適
所
を
心
掛
け
る
な
ど
、
適
正
な
人
事

政
策
の
運
用
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

第
３
項
は
、
市
長
等
は
、
市
民
と
の

信
頼
関
係
を
損
な
う
こ
と
が
な
い
よ

う
、
ま
た
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
が

生
じ
な
い
よ
う
、
人
事
異
動
時
の
職
員

間
の
事
務
引
継
ぎ
な
ど
に
十
分
配
慮
す

る
よ
う
規
定
し
て
い
ま
す
。

【
第
17
条
（
行
政
評
価
）
】

　

市
長
等
は
、
市
政
に
関
す
る
説
明
責

任
を
果
た
し
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な

行
政
運
営
を
図
る
た
め
、
行
政
評
価
を

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
行
政
評
価
は
、
市
民
等

の
視
点
を
取
り
入
れ
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
長
等
は
、
行
政
評
価
の
結
果
を

市
民
に
分
か
り
や
す
く
公
表
し
、
市

民
の
意
見
を
求
め
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
を
適
切
に
施
策
等
に
反
映
さ

せ
る
も
の
と
す
る
。

３　

職
員
は
、
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
た
め
、
行
政
評
価
等

を
通
じ
て
事
務
事
業
等
の
改
善
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

<

解
説>

　

行
政
運
営
の
基
本
事
項
と
し
て
の
政

策
等
の
企
画
立
案
（
Ｐ
…
プ
ラ
ン
）
、

実
施
（
Ｄ
…
ド
ゥ
）
、
評
価
（
Ｃ
…
チ

ェ
ッ
ク
）
及
び
改
善
（
Ａ
…
ア
ク
シ
ョ

ン
）
の
サ
イ
ク
ル(

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル)

の
う
ち
、
こ
こ
で
は
、
評
価
に
あ
た
る

「
行
政
評
価
」
の
目
的
や
方
法
な
ど
に

つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

【
第
18
条
（
附
属
機
関
等
）
】

　

市
長
等
は
、
附
属
機
関
等
の
委
員
を

選
任
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
そ
の

全
部
又
は
一
部
を
市
民
か
ら
の
公
募
等

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

市
長
等
は
、
前
項
の
公
募
等
を
行

う
と
き
は
、
男
女
比
率
、
年
齢
構
成
、

地
域
構
成
等
を
考
慮
し
、
市
民
の
多

様
な
意
見
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

市
長
等
は
、
原
則
と
し
て
附
属
機

関
等
の
会
議
を
公
開
す
る
と
と
も
に
、

会
議
録
及
び
資
料
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。

<

解
説>

　

地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
き
附
属

機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
る
審
議
会
や
、

附
属
機
関
に
準
ず
る
機
関
（
有
識
者
等

の
意
見
を
聴
取
し
行
政
に
反
映
さ
せ
る

こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
要
綱
等
に
よ

り
設
置
す
る
委
員
会
等
）
に
つ
い
て
定

め
る
も
の
で
す
。

　

第
１
項
で
は
、
法
令
等
に
よ
り
委
員

の
構
成
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
や
、
高

度
な
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
場
合
な
ど
、

公
募
や
無
作
為
抽
出
に
よ
る
委
員
の
選

任
が
適
さ
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場

合
を
除
い
て
、
市
民
か
ら
の
公
募
等
に

よ
る
委
員
を
選
任
す
る
こ
と
を
規
定
し

て
い
ま
す
。

　
第
２
項
で
は
、
公
募
に
あ
た
っ
て
は
、

市
民
の
多
様
な
意
見
を
反
映
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
男
性
及
び
女
性
の

比
率
や
年
齢
構
成
、
地
域
的
な
バ
ラ
ン

ス
な
ど
を
考
慮
し
て
、
幅
広
い
分
野
か

ら
委
員
の
選
任
を
行
う
こ
と
を
規
定
す

る
も
の
で
す
。

 　

第
３
項
で
は
、
法
令
等
に
特
別
の
定

め
が
あ
る
場
合
や
非
公
開
情
報
を
審
議

す
る
場
合
、
あ
る
い
は
会
議
を
公
開
す

る
こ
と
で
自
由
な
発
言
が
損
な
わ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
な
ど
を
除
き
、
政
策
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【問合せ】税務課税制窓口係☎㉒８３９７

軽自動車税の
納税は６月２日までに

軽自動車税
▶納期限　６月２日㈪
※軽自動車税の領収証書は、車検を受けるときに必要で
すので、車検証と一緒に大切に保管してください。納
税通知書は５月９日に発送予定です。

・軽自動車税の減免
　次の①から③のいずれかに該当する場合は、軽
自動車税の減免を受けられる場合があります。
詳細は税務課税制窓口係又は各振興局にお問い
合わせください。

▶申請期限　５月26日㈪
①障がい者減免
　障がいのある人本人が所有し、障がいのある人
のために使用する軽自動車（障がいのある人が
18歳未満の場合等は、家族所有の軽自動車も含む）

※減免の対象となる障がいの程度、軽自動車の使用頻度
等には一定の基準があります。

▶申請に必要なもの
　印鑑、運転免許証、車検証、身体障害者手帳又
は戦傷病者手帳又は療育手帳又は精神障害者保
健福祉手帳、軽自動車税納税通知書
②身体障がい者用構造減免
　身体に障がいのある人が利用するために改造さ
れた軽自動車

▶申請に必要なもの
　印鑑、車検証、構造が確認できる写真、軽自動
車税納税通知書
③公益減免
　公益法人などが所有する軽自動車で、公益のた
めに直接使用する車

▶申請に必要なもの
　会社の代表者印、車検証、軽自動車税納税通知書、
運行計画書等、定款

自動車税（普通自動車）
▶納期限　６月２日㈪
※自動車税は、４月１日現在の登録上の所有者（割賦販
売の場合は使用者）に課税されますので、納期限内に
納付してください。納期限を過ぎた場合には延滞金が
加算されます。

※自動車税に関する詳細は、大分県日田県税事務所（☎
㉒４１７５）にお問い合わせください。

お知ら
せ

【問合せ】農業振興課農産振興係☎㉒８２１１
林業振興課林業振興係☎㉒８３６２

雪害で被災した
農林業施設の復旧事業

　２月の雪害により被災された皆様におかれまし
ては、心からお見舞い申し上げます。　
　被災したビニールハウス等の「施設の撤去」「施
設の再建及び修繕」に対し、農林業施設雪害復旧
緊急支援事業（国庫補助事業）による復旧を希望
する人は、５月15日までに、しいたけハウスは林
業振興課、その他野菜ハウス等は農業振興課、ま
た、各振興局管内の人は、振興局産業建設課に連
絡してください。
　復旧するためには農林業経営の継続、「再建・
修繕」の場合は園芸施設共済に加入すること等が
必要です。詳細は、農業振興課又は林業振興課に
お問い合わせください。
※市役所に被害報告をしている人は、申請の必要はあり
ません。

お知ら
せ

【問合せ】税務課資産税係☎㉒８２０６

固定資産税の納税通知書を
発送します

　平成26年度
の固定資産税の
１年分（第１～
４期分）の納付
書を５月中旬に
発送します。第
２期以降分の納
付書は大切に保
管し、各納期限までに納付してください。なお、
一括して納付する場合は、全納期分の納付書はあ
りませんので第１期から第４期分の４枚を提出し
てください。第１期の納期限は６月２日です。

お知ら
せ
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※電子申請有り…市ホームページの電子申請のページからも申込みができます。

【問合せ】環境課水・環境係☎㉒８３５７

合併処理浄化槽設置補助金制度

　川を守るため、台所やトイレ、風呂、洗濯など
の生活排水をきれいな水に処理する合併処理浄化
槽を設置しましょう。
　市では、一般住宅に合併処理浄化槽を設置する
人を対象に補助制度を設けています。

▶補助金額
・住宅の新築又は建て替えに伴う設置
　　５人槽　33万２,０００円
　　７人槽　41万４,０００円
　  10人槽　54万８,０００円
・住宅の増改築に伴う設置
　　５人槽　45万２,０００円
　　７人槽　53万４,０００円
　  10人槽　66万８,０００円
※詳細はお問い合わせください。
浄化槽の設置後は適正な維持管理を
　浄化槽の性能を十分に発揮するため、浄化槽法
で定められている①保守点検②清掃③法定検査を
受ける必要があります。浄化槽を設置した後は、
きちんとした維持管理を行い、きれいな水を守り
ましょう。
※下水道への接続や建物の取壊し、引越しなど、浄化槽
の使用に変更があった場合は、必ず環境課に届出をし
てください。

お知ら
せ

【問合せ】博物館☎㉒５３９４

春の惑星ウォッチング

　天体望遠鏡で月と火星・
木星・土星の観察を行いま
す。

▶とき
　５月９日㈮
　午後７時30分～９時30分
▶ところ
　萩尾公園生涯学習交流センター下駐車場
※博物館に電話でお申し込みください。（電子申請有り）
※雨天の場合は、生涯学習交流センターで日田天文同好
会による星座などのお話会を行います。

　市では、様々な行政情報等を掲載した「暮らし
の便利帳」を市と協働で発行する事業者を募集し
ます。

▶募集期限
　５月19日㈪
▶掲載内容
　各種行政サービス
の利用手続や公共
施設の案内、観光
案内等

▶配布予定
　市内全世帯及び転
入者

※詳細は市ホームペー
ジをご覧ください。

　オオキンケイギクは
５月から７月頃にかけ
て、道端や河原で見掛
ける、鮮やかな黄色の
花を咲かせる北米原産
の植物です。
　しかし、一度定着す
ると在来の植物を駆逐
し地域の生態系に重大
な影響を及ぼすおそれ
があるとして、外来生物法による「特定外来生物」
に指定され、栽培、運搬、野外に放つなどの行為
が禁止されています。
　ご自宅の庭や花壇に植えている場合は処理をし、
公園や河原などの公共の場所に生えている場合
は、その管理者にご相談ください。

▶少量を処理するときの注意
　自宅に生えている場合など少量を処理するときは、
根から引き抜き、その場で広げないように２～
３日天日にさらして枯死させた後、ビニール袋
などに密閉して燃えるごみとして処分しましょう。

【問合せ】環境課水・環境係☎㉒８３５７

オオキンケイギクの拡散防止をお知ら
せ

【問合せ】情報統計課行政情報発信係☎㉒８６２７

「暮らしの便利帳」の
協働発行事業者を募集

募  集

募  集



102014. 5. 1 11 2014. 5. 1 

くらしの情報Information ５.１ 次回の広報ひた５月15日号は、５月15日㈭に発送します。

お
知
ら
せ

保
健
・
福
祉

高
齢
者
世
帯
・
子
育
て
世
帯
の

   
住
宅
改
修
補
助
を
行
い
ま
す

　
平
成
26
年
度
高
齢
者
・
子
育
て
世
帯
リ

フ
ォ
ー
ム
支
援
事
業
の
申
込
み
を
受
け
付

け
ま
す
。

■
補
助
額

・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
型

　
補
助
対
象
経
費
の
10
分
の
２

　
（
限
度
額　
30
万
円
）

・
子
育
て
支
援
型

　
補
助
対
象
経
費
の
10
分
の
２

　
（
限
度
額　
30
万
円
）

■
申
込
期
限　
12
月
26
日
㈮

※
対
象
工
事
等
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
建
築
住
宅
課
指
導
審
査
係

　
☎
㉒
８
２
２
６
（
市
役
所
５
階
）

耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
補
助

　
　
　
　
　
　

   

を
行
い
ま
す

■
対
象　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着

工
し
た
木
造
一
戸
建
て
住
宅
（
店
舗
部

分
が
延
べ
面
積
の
２
分
の
１
未
満
の
併

用
住
宅
を
含
む
）

■
補
助
額

・
耐
震
診
断

　
耐
震
診
断
費
用
の
３
分
の
２

　
（
限
度
額　
３
万
円
）

・
耐
震
改
修

　
耐
震
改
修
工
事
費
用
の
３
分
の
２

　
（
限
度
額　
80
万
円
）　

・
簡
易
耐
震
改
修

　
耐
震
改
修
工
事
費
用
の
２
分
の
１

　
（
限
度
額　
40
万
円
・
30
万
円
）　

※
改
修
方
法
に
よ
っ
て
限
度
額
が
異
な
り
ま
す
。

■
申
込
期
限　
12
月
26
日
㈮

　
建
築
住
宅
課
指
導
審
査
係

　
☎
㉒
８
２
２
６
（
市
役
所
５
階
）

市
内
の
高
校
生
の
就
学
を
援
助

■
対
象

　
市
内
の
高
校
に
就
学
す
る
生
徒
の
保
護

者
で
中
津
江
村
及
び
上
津
江
町
に
住
所

が
あ
る
人
の
う
ち
、
下
宿
等
に
係
る
費

用
を
支
払
っ
て
い
る
人
で
、
市
税
を
完

納
し
て
い
る
人

■
補
助
対
象
費
用

　
下
宿
（
部
屋
代
・
食
費
）
、
学
校
寮
（
寮

費
・
食
費
）
、
親
戚
宅
等
（
家
賃
・
食

費
相
当
額
）

※
就
学
す
る
高
校
か
ら
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内

の
下
宿
等
に
限
り
ま
す
。

※
食
費
相
当
額
は
、
一
人
に
つ
き
２
万
５
０
０
０

円
（
定
額
）
で
す
。

※
い
ず
れ
も
電
気
代
等
の
管
理
費
は
除
き
ま
す
。

■
補
助
金
額
（
月
額
）

　
補
助
対
象
費
用
か
ら
３
万
５
０
０
０
円

を
控
除
し
、
１
０
０
円
未
満
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
額

※
上
限
額
は
月
額
１
万
３
０
０
０
円
。
（
親
戚

宅
等
は
８
０
０
０
円
）

■
申
請
期
限　
５
月
16
日
㈮

※
６
月
以
降
に
下
宿
等
の
利
用
を
開
始
し
た
場

合
は
、
開
始
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
が

期
限
で
す
。

※
申
請
書
は
、
左
記
及
び
各
振
興
局
に
備
え
付

け
て
い
ま
す
。　

　
教
育
総
務
課
総
務
企
画
係

　
☎
㉒
８
２
３
４
（
市
役
所
別
館
３
階
）

は
か
り
（
計
量
器
）
を　
　
　

　

 

取
引
又
は
証
明
に
使
う
人
へ

　
肉
・
魚
・
野
菜
な
ど
の
商
品
の
詰
め
込

み
や
宅
配
便
の
引
受
け
な
ど
、
取
引
に
使

っ
て
い
る
計
量
器
、
病
院
な
ど
で
の
体
重

測
定
や
商
品
の
説
明
書
に
掲
載
す
る
た
め

に
使
う
計
量
器
の
定
期
検
査
の
日
程
を
送

付
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
移
動
で
き
な
い
計
量
器
の
受
検
や
検
査
手
数

料
な
ど
、
詳
細
は
大
分
県
産
業
科
学
技
術
セ

ン
タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
大
分
県
産
業
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
７
‐
５
９
６
‐
７
１
０
２

　
市
民
活
動
推
進
課
生
活
安
全
・
消
費
生

活
係

　
☎
㉒
７
５
１
５
（
市
役
所
２
階
）

５
月
は
福
祉
手
当
の
支
給
月

　
２
月
か
ら
４
月
ま
で
の
福
祉
手
当
（
特

別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
）
を

５
月
９
日
に
振
り
込
み
ま
す
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

※
次
の
よ
う
な
場
合
は
手
当
が
支
給
で
き
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
社
会
福
祉
課
に
必
ず
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。

・
受
給
者
が
死
亡
又
は
市
外
に
転
出
し
た
。

・
病
院
等
（
診
療
所
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
を

含
む
）
に
３
か
月
以
上
継
続
し
て
入
院
し
た
。

・
福
祉
施
設
（
介
護
老
人
福
祉
施
設
や
障
が
い

者
の
援
護
施
設
な
ど
）
に
入
所
し
た
。

　
社
会
福
祉
課
障
害
福
祉
係

　
☎
㉒
８
２
９
０
（
市
役
所
１
階
）

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

■
と
き
・
と
こ
ろ

５
月
13
日
㈫

・
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
（
昼
継
続
）

　
パ
ト
リ
ア
日
田

・
午
前
10
時
〜
正
午

　
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

・
午
後
１
時
30
分
〜
５
時

　
サ
ニ
ー
日
田
店

５
月
14
日
㈬

・
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
（
昼
継
続
）

　
パ
ト
リ
ア
日
田

・
午
前
９
時
〜
11
時
30
分
、
午
後
０
時
30

分
〜
４
時　
ダ
イ
エ
ー
日
田
店

・
午
前
９
時
〜
正
午

　
九
州
電
力
㈱
日
田
営
業
所

・
午
後
１
時
30
分
〜
４
時

　
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

※
３
日
以
内
に
薬
（
漢
方
薬
、
健
胃
薬
を
除
く
）

を
服
用
し
た
人
、
70
歳
以
上
の
人
は
献
血
で

き
ま
せ
ん
。

※
献
血
カ
ー
ド
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
カ
ー

ド
を
持
っ
て
い
な
い
人
は
、
受
付
時
に
本
人

確
認
を
行
い
ま
す
の
で
、
免
許
証
、
保
険
証

な
ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
一
般
献
血
（
４
０
０
㎖
）
の
み
。

　
日
田
市
献
血
推
進
協
議
会
事
務
局

　
（
健
康
保
険
課
保
健
医
療
係
内
）

　
☎
㉔
３
０
０
０
（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
内
）

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル

　
　
　
　
　
　

   

参
加
者
募
集

　
健
康
で
活
力
あ
る
人
生
を
送
る
た
め
、

80
歳
で
20
本
の
歯
を
残
す
こ
と
を
目
指
す

「
８
０
２
０
運
動
」
の
一
環
と
し
て
コ
ン

ク
ー
ル
を
開
催
し
ま
す
。

■
と
き　
６
月
８
日
㈰

※
時
間
は
、
申
込
み
時
に
連
絡
し
ま
す
。

■
と
こ
ろ　
パ
ト
リ
ア
日
田
ス
タ
ジ
オ
１

■
参
加
資
格　

・
親
と
子
の
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル

　
虫
歯
無
し
又
は
全
て
治
療
済
み
の
親
と
、

平
成
25
年
度
に
３
歳
児
健
診
を
受
診
し
、

虫
歯
が
無
か
っ
た
幼
児

・
高
齢
者
の
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル

　
80
歳
以
上
（
昭
和
９
年
３
月
31
日
以
前

生
ま
れ
）
で
自
分
の
歯
（
歯
の
根
）
が

20
本
以
上
残
っ
て
い
る
人

※
過
去
に
コ
ン
ク
ー
ル
で
受
賞
し
た
人
は
除
き

ま
す
。

※
左
記
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
限　
５
月
15
日
㈭

　
健
康
保
険
課
健
康
支
援
係

　
☎
㉔
３
０
０
０
（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
内
）

里
親
募
集
説
明
会
を
開
催

　
中
津
児
童
相
談
所
で
は
、
様
々
な
事
情

で
、
生
ま
れ
た
家
庭
で
の
生
活
が
で
き
な

い
子
供
を
自
ら
の
家
庭
で
愛
情
豊
か
に
心

身
と
も
に
健
康
に
育
て
て
く
れ
る
里
親
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
里
親
に
関
心
が
あ
る

人
を
対
象
に
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
と
き　
５
月
22
日
㈭　
午
後
２
時
〜
４
時

■
と
こ
ろ　
市
役
所
２
階
２
０
１
会
議
室

※
個
別
の
相
談
に
も
対
応
し
ま
す
。

　
大
分
県
中
津
児
童
相
談
所　

　
☎
０
９
７
９
‐
２
２
‐
２
０
２
５

の
び
の
び
発
達
相
談

　
就
学
前
の
お
子
さ
ん
を
持
つ
保
護
者
を

対
象
に
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、

保
育
士
、
臨
床
心
理
士
、
保
健
師
が
子
供

の
発
達
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■
と
き

　
５
月
30
日
㈮　
午
前
９
時
30
分
〜

■
と
こ
ろ　
ウ
ェ
ル
ピ
ア

■
内
容

・
発
音
が
お
か
し
い
、
ど
も
り
が
あ
る
、

言
葉
が
遅
れ
て
い
る
な
ど
言
葉
に
関
す

る
こ
と

・
指
し
ゃ
ぶ
り
が
激
し
い
、
発
達
が
遅
れ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
な
ど
の
心
理
に

関
す
る
こ
と

・
声
の
掛
け
方
や
遊
び
方
な
ど
子
育
て
に

関
す
る
こ
と

・
子
供
の
発
達
や
子
育
て
に
関
す
る
こ
と

※
左
記
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
限　
５
月
15
日
㈭

　
健
康
保
険
課
健
康
支
援
係

　
☎
㉔
３
０
０
０
（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
内
）

未
支
給
年
金
の
支
給
を

　

 

３
親
等
以
内
の
親
族
に
拡
大

　
こ
れ
ま
で
、
未
支
給
年
金
（
亡
く
な
っ

た
人
が
受
け
取
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
未
支

給
の
年
金
）
を
請
求
で
き
る
遺
族
の
範
囲

は
、
死
亡
し
た
人
と
生
計
を
同
一
に
し
て

い
た
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、

兄
弟
姉
妹
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
４
月
に
年
金
機
能
強
化
法
が
施
行
さ
れ
、

３
親
等
以
内
の
親
族
及
び
姻
族
（
甥
、
姪
、

子
の
妻
等
）
ま
で
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　
請
求
先
は
亡
く
な
っ
た
人
が
受
給
し
て

い
た
年
金
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
日
本
年
金
機
構
日
田
年
金
事
務
所

　
☎
㉒
６
１
７
４

　
健
康
保
険
課
国
保
・
年
金
係

　
☎
㉒
８
２
７
１
（
市
役
所
１
階
）

介
護
職
員
初
任
者
研
修
（
旧
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
２
級
講
座
）
参
加
者
募
集

■
と
き　
６
月
２
日
㈪
か
ら
８
月
25
日
㈪

ま
で
の
間
の
38
日
間
（
原
則
、
毎
週

月
・
水
・
金
曜
日
）

　
午
後
５
時
30
分
又
は
６
時
30
分
か
ら

■
と
こ
ろ　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
日
田

園
（
石
井
町
１
丁
目
）
他

■
対
象　
資
格
取
得
を
希
望
す
る
人

■
募
集
数　
15
人
（
先
着
順
）

■
受
講
料

　
６
万
６
０
６
９
円
（
テ
キ
ス
ト
代
込
み
）

※
申
込
書
は
日
田
園
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。

※
詳
細
は
、
日
田
園
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
日
田
園
介
護
職
員
初
任
者
研
修
事
業
係

　
☎
㉓
３
５
３
５

　
長
寿
福
祉
課
介
護
保
険
係

　
☎
㉒
８
２
６
４
（
市
役
所
１
階
）

春
の
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

■
と
き　
５
月
18
日
㈰　
午
前
８
時
〜
正
午

■
と
こ
ろ　
萩
尾
公
園
ほ
か

※
市
役
所
北
側
駐
車
場
に
午
前
７
時
50
分
ま
で

に
集
合
。

※
左
記
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
（
電
子
申
請
有
り
）

　
博
物
館
☎
㉒
５
３
９
４

ひ
た
少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ

　
　
　
　
　
　
　

 

参
加
者
募
集

　
市
内
の
小
学
校
４
〜
６
年
生
を
対
象
に

ア
イ
デ
ア
工
作
活
動
を
行
う
ク
ラ
ブ
で
す
。

■
と
き　
６
月
か
ら
平
成
27
年
２
月
ま
で

の
原
則
毎
月
第
２
土
曜
日
（
年
間
11
回

程
度
）
午
前
９
時
〜
正
午

■
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
他

■
年
会
費

　
１
万
円
（
材
料
費
、
傷
害
保
険
料
含
む
）

■
募
集
数　
25
人
程
度
（
抽
選
）

※
ひ
た
少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ
協
議
会
に
電
話

又
は
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
限　
５
月
20
日
㈫

　
ひ
た
少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ
協
議
会

　
☎
０
８
０
‐
１
７
２
２
‐
６
２
５
３

　
　

kahktt-3@
b-net.kcv.jp 　

　
商
工
労
政
課
地
場
産
業
振
興
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

募
集
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タ
ウ
ン
情
報

か
る
か
ん
饅
頭
作
り

■
と
き
　
５
月
31
日
㈯　
午
前
10
時
〜
正

午
（
午
前
９
時
30
分
か
ら
受
付
）

■
と
こ
ろ
　
生
涯
学
習
交
流
セ
ン
タ
ー

■
参
加
費
　
８
０
０
円

■
募
集
数　
20
人
（
先
着
順
）

※
生
涯
学
習
交
流
セ
ン
タ
ー
に
電
話
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　
生
涯
学
習
交
流
セ
ン
タ
ー

　
☎
㉖
３
２
１
１

　
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
推
進
係　
　
　

☎
㉒
６
８
６
８
（
中
央
公
民
館
内
）

大
分
県
調
理
師
試
験
準
備
講
習
会

■
と
き　

　
５
月
21
日
㈬
・
22
日
㈭

　
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
５
時
（
22
日
は

午
後
３
時
30
分
ま
で
）

■
と
こ
ろ

　
か
ん
ぽ
の
宿
日
田
１
階
会
議
室

■
受
講
資
格

　

学
校
教
育
法
第
57
条
に
規
定
す
る
人

（
中
学
校
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
学

校
を
卒
業
し
た
人
）
で
、
次
の
条
件
に

該
当
し
２
年
以
上
調
理
業
務
に
従
事
し

た
人

・
寄
宿
舎
・
学
校
・
病
院
等
の
施
設
で
、

継
続
し
て
１
回
20
食
以
上
又
は
１
日
50

食
以
上
飲
食
物
を
調
理
し
て
供
与
す
る

人
・
飲
食
店
営
業
・
魚
介
類
販
売
若
し
く
は

そ
う
ざ
い
製
造
業
に
従
事
し
た
人

■
受
講
料　

９
０
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト

代
・
消
費
税
を
含
む
）

※
５
月
21
日
午
前
９
時
30
分
か
ら
会
場
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
大
分
県
食
品
衛
生
協
会

　
☎
０
９
７
‐
５
３
２
‐
０
０
８
１

日
田
い
ち

□
と
き
・
と
こ
ろ
（
雨
天
中
止
）　

　
５
月
11
日
㈰　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

　
パ
ト
リ
ア
日
田
前
中
央
公
園

□
ブ
ー
ス
出
店
費
　
１
ブ
ー
ス
５
０
０
円

（
高
校
生
以
下
無
料
）
、
飲
食
・
企
業

Ｐ
Ｒ
ブ
ー
ス
１
０
０
０
円

※
日
田
プ
レ
イ
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.

　

hita-place.com
/

）
又
は
市
民
活
動
推
進
課

（
市
役
所
２
階
）
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

□
申
込
期
限　
５
月
７
日
㈬

　
日
田
プ
レ
イ
ス
（
西
岡
）

　
☎
０
９
０
‐
８
８
３
３
‐
２
３
１
９

住
ま
い
の
無
料
相
談
会

　
梅
雨
の
季
節
に
な
る
前
に
、
雨
漏
り
や

屋
根
の
こ
と
で
お
困
り
の
人
の
相
談
に
応

じ
ま
す
。

□
と
き
・
と
こ
ろ

　
５
月
18
日
㈰　
午
前
９
時
15
分
〜
正
午

　
桂
林
公
民
館

　
一
般
社
団
法
人
日
田
職
人
会

　
☎
０
９
０
‐
７
１
６
１
‐
０
１
２
２（
佐
藤
）

日
本
語
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

　
外
国
人
に
日
本
語
を
教
え
た
い
人
、
海

外
の
文
化
に
興
味
が
あ
る
人
を
対
象
に
、

６
月
か
ら
日
本
語
指
導
学
習
会
を
行
い
ま
す
。

□
と
き
・
と
こ
ろ　
６
月
か
ら
週
１
回　

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

　
日
隈
公
民
館

□
参
加
費　
一
回
３
０
０
円

※
外
国
人
と
の
交
流
イ
ベ
ン
ト
を
手
伝
う
ス
タ

ッ
フ
も
募
集
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
左
記

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
ひ
た
国
際
交

流
会

　
☎
０
７
０
‐
５
５
５
０
‐
３
５
９
７（
中
村
）

こころちゃん

人権コラム　　心、豊かに

「心のゆとり」で結束を

　2020年東京オリンピック誘致のプ
レゼンテーションで、国内外に深い印
象を与えた「おもてなし」。おもてな
しは「もてなし」の丁寧語で、（お客
さんに対する）待遇や身のこなしを意
味します。
　もてなしは古くから全世界に共通す
るものです。古代ギリシャの詩人ホメ
ロスの作品の中に「敵対する二人の戦
士が、互いの先祖がもてなしによって
結ばれた関係にあることを知ると、た
だちに戦いをやめる」という有名なエ
ピソードがあるように、もてなしによ
る結束は受け継がれていくことが語ら
れています。
　おもてなしには、目に見えるものと
そうでないものがあります。よく「サー
ビス」との違いが取り上げられますが、
「対価を生まない想定外のサービス」
がおもてなしにあたるのかもしれませ
ん。海外メディアなどは、相手を敬う
丁寧な対応が日本人の良いところとし
ており、その対応には自立性と自主性
が重なり合っていると評価しています。
　とはいえ、過剰なおもてなしは神経
をすり減らすばかりでなく、疲労感を
伴います。程よい爽快感や満足感を与
える自然な振る舞いが相手に喜ばれ、
結び付きも深まるようです。
　オリンピックに限らず、「ちょうど
良いおもてなし」が、日常社会の慣習
として受け継がれていくことが望まれま
すが、そのためには「瞬間」や「出会
い」を大切にする、ほんの少しの心の
ゆとりが必要なのかもしれません。
日々忙しく過ごしている中で、ゆとり
を持つことは難しいかもしれません
が、まずは友人や隣人に「おもてな
し」の心を向ける。そのことが、共生社
会の輪を作るきっかけになるはずです。 

【問合せ】人権啓発センター
　　　　　☎㉒８０１７
　　　　　（市役所別館１階）

試
験
・
講
習
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ファミリー・サポート・センター会員募集
　ファミリー・サポート・センターとは、子育ての手
助けを受けたい人（おねがい会員）と手助けを行いた
い人（まかせて会員）が会員となり、地域の中で互い
に支え合う会員組織です。
　入会すると、次のような場合にまかせて会員が子育
ての手助けをします。
・保育園、幼稚園、小学校、児童クラブ等（以下「保
育施設等」）の開始前や終了後の預かり
・保育施設等までの送迎
・仕事（残業等）、冠婚葬祭、学校行事等の場合の預かり
・買物、病院等の外出の場合の預かり
・子供が軽度の病気の場合の預かり
※対象の子供を預かる場所は、原則、まかせて会員（子育て
の手助けを行う人）の自宅です。

【問合せ】ファミリー・サポート・センター☎㉗６４０６（中央児童館内）

利用料金・利用時間

※食事代・交通費など（実費）の金額は、事前の
打合せ時に決定します。

※万一の事故に備えて各種補償保険に加入します。
　（保険料は市が負担）

利用時間 利用料金
月～金曜日（祝日を除く）
午前７時～午後７時

１時間あたり
６００円

１時間あたり
７００円

土・日曜日、祝日及び
上記以外の時間

申込方法

　申込書はファミリー・サポート・センター（中央児童館内）に備え付けています。
　申込受付後、アドバイザーが簡単な面接を行います。
※申込みには、印鑑と申込者の顔写真一枚が必要です。

まかせて会員養成講習会

　まかせて会員に新規登録する人を対象に講習会を実施します。
　登録には受講が条件です。

・とき（両日の受講が必要）
　①５月18日㈰　午前９時30分～正午
　②５月19日㈪　午前９時30分～午後３時
・ところ　中央児童館
※事前に電話でお申し込みください。
・申込期限　５月13日㈫

入会資格

おねがい会員

市内に住所を有する、生後３か月
以上小学生以下の子供の保護者

市内に住所を有する、心身共に健
康な20歳以上の人で、センター
が指定する講習会等を受講した人まかせて会員

おねがい会員 まかせて会員

利用の
申込み

活動報告
書の提出

まかせて
会員の紹介

活動終了後、
報酬の受渡し

事前打合せ・活動開始

援助活動
の依頼

１
３

６

４ ５

２

アドバイザー
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まちの話題

津江小・中学校開校
　市内で２校目の小中一貫校「津江小・中学校」の
開校式が４月６日、同校体育館で行われ、児童生
徒、教職員、地域住民など約200人が、新しい学校
の門出を祝った。
　津江小・中学校（小学生67人、中学生34人）は、
津江小学校と津江中学校が小中一貫校として開校
し、津江中学校の位置に施設一体型小中一貫校の校
舎が完成したもの。
　式典では、平島聡中学校長が「ふるさとに誇りを
持ち、しなやかにたくましく生きる子供を育てたい」
と挨拶。６年生の長谷部華音さんが「みんなで力を
合わせて笑顔あふれる学校にしたい」、９年生（中
学校３年生）の信岡大喜君が「一人ひとりが自信と
誇りを持てる学校にしたい」と決意を述べた。
　同校では、児童・生徒の学習推進能力の向上、縦
割り活動による他学年との交流、ふるさとの自然や
文化から学ぶ「ふるさと学習」、日常的な体力作り
などに力を入れる。

ひたのまん中に、にぎわいを
　市の中心部ににぎわいを創り出すことを目的に市民
と市職員で構成されたワーキング会議が、３月23日、
「ひたまりプロジェクト」を開催した。会場ではプロ
ジェクトの説明とアンケートが実施され、来場者は
「空き地をどんな場所にしたいか」などの質問に答え
ていた。また、出店、昔遊びコーナー、ステージイベ
ントも開催され、家族連れなどでにぎわった。

上下流の交流、桜の下でにぎわう
　４月６日、蜂ノ巣湖公園で蜂ノ巣湖桜まつりが行
われた。この祭りは、筑後川上流の中津江村野田地
区と水の受益地である福岡市城南区との交流を目的
に開催されているもので、今年で26回目を迎える。
会場では、地元の食材を使った昼食が振る舞われ、
ステージではそれぞれの地域の出し物が披露される
など、参加者は満開の桜の下で交流を楽しんでいた。

さとし

かのん

たいき
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世界の名車が駆け抜けた
　早春の日田を出発し、阿蘇くじゅう国立公園周辺
をスタンプラリー形式で走行する「チェント・ミリア
かみつえ」が4月19・20日に開催され、4月19日、
パトリア日田前の中央公園に約60台のクラシック
カーやスポーツカーが集まり、スタート式典が行わ
れた。参加車両は日田温泉旅館街や豆田の街並みを
抜け、沿道では多くの観光客や住民が声援を送った。

素人芝居の熱演に喝采
　天ヶ瀬温泉まつりの恒例イベント、地元住民によ
る天ヶ瀬座「素人芝居」が４月13日、天瀬公民館
で行われ、役者の熱演が観客でいっぱいになった会
場を沸かせた。演目は「小桜仙太郎旅日記」と「仲
乗り新三」の二部。小桜仙太郎旅日記では仙太郎と
頼りない若旦那のユニークな掛け合いと流行の曲や
踊りを盛り込んだ芝居に、会場からは笑いや拍手が
湧き起こっていた。

的をほがして無病息災
　4月15日、中津江村合瀬の宮園鎮座津江神社で、
五穀豊穣や家内安全を祈願する老松様の的ほがし祭

（大分県選択無
形民俗文化財）
が行われた。社
殿で行われた神
事で、裏に「鬼」
と記された的を
神主が矛で突き、
その後境内に移
した的を狙って、
氏子が竹ででき
た手製の弓矢を
射った。矢はな
かなか真っ直ぐ
には飛ばず、参加
者の笑顔を誘っ
た。

新しいまちづくりの拠点に
　市が旧静修小学校跡地に整備してきた大鶴公民館・
振興センター（通称：静修館）が完成し、４月８日、
落成式が行われた。関係者や利用者団体、施工業者
など約90人が出席し、新たな施設の誕生を祝った。
　跡地検討委員会の石井勝誠委員長は「木の温もり
が感じられる素晴らしい建物に負けないよう、地域
の発展に努めたい」と話した。

かつよし
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あなたの力を貸してください！消防団員募集！

今日から始める防災対策⑥

　消防団員は、火災が発生したら現場で消火活動を行
ったり、地震や風水害の際に人命救助や避難誘導など
を行うことが任務となります。
　現在、全国的に消防団員数の減少が深刻な問題とな
っているなか、日田市においても、定員１,２１８人に
対し１３０人ほど不足しており、団員の確保が求めら
れています。
　日田市消防団では、年間を通じて団員を募集してい
ます。是非、あなたの力を地域のためにお貸しくださ
い。
　入団するときは、住んでいる地域の分団に入団する

ことが原則です。知り合いの分団員に相談いただくか、
最寄りの振興局や防災・危機管理室にご連絡ください。

[問合せ]防災・危機管理室☎㉒８３６３（市役所４階）

日田の輝き人を紹介します

ＨＩＴＡＪＩＮ
　

香
り
豊
か
な
「
し
い
た
け
ド
レ
」
、

具
の
大
き
な
「
混
ぜ
御
飯
の
素
」
、

き
の
こ
が
入
っ
た
「
醤
油
麹
」
、
宝

石
の
よ
う
に
鮮
や
か
な
「
う
め
ジ
ュ

レ
」
、
ピ
リ
ッ
と
ア
ク
セ
ン
ト
が
効

い
た
「
ゆ
ず
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
」
。

　

一
目
で
素
材
が
分
か
る
シ
ン
プ
ル

な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
包
ま
れ
た
商
品

は
、
ヒ
タ
モ
ノ
つ
く
り
（
雇
用
創
造

協
議
会
）
の
講
座
に
参
加
し
た
中
津

江
村
、
上
津
江
町
の
元
気
な
お
ば
ち

ゃ
ん
た
ち
が
野
菜
ソ
ム
リ
エ
の
原
田

京
子
さ
ん
の
監
修
の
下
、
地
元
の
野

菜
を
使
っ
て
開
発
し
た
も
の
で
す
。

　

「
畑
に
余
っ
て
い
る
野
菜
が
も
っ

た
い
な
く
て
」
「
漬
物
や
乾
物
を
何

か
に
使
え
な
い
か
」
「
野
菜
を
も
っ

と
お
い
し
く
で
き
た
ら
」
と
き
っ
か

け
は
様
々
で
す
が
、
「
地
元
の
野
菜

を
何
と
か
し
た
い
」
と
い
う
思
い
で

参
加
し
た
五
人
。

　

メ
ン
バ
ー
の
渡
邉
さ
ん
は
「
大
き

な
鍋
で
た
く
さ
ん
作
っ
て
い
た
時
代

と
料
理
や
食
事
の
在
り
方
が
変
わ
っ

た
」
と
受
講
し
た
感
想
を
話
し
ま
す
。

　

若
者
世
代
の
個
食
が
増
え
、
「
手

軽
さ
」
や
「
使
い
切
り
」
が
食
に
求

め
ら
れ
る
時
代
。
幅
広
い
世
代
に
素

朴
な
味
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
商
品

開
発
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

上
田
さ
ん
は
「
時
代
の
流
れ
は
変

え
ら
れ
な
い
け
れ
ど
、
良
い
も
の
は

残
し
た
い
」
と
し
い
た
け
の
素
朴
さ

が
伝
わ
る
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
作
り
に
挑

戦
。
醤
油
や
酢
の
メ
ー
カ
ー
を
変
え

た
り
、
煮
込
み
時
間
を
調
整
し
た
り

と
１
０
０
回
以
上
試
作
を
重
ね
ま
し

た
。
ま
た
、
「
調
味
料
と
し
て
ジ
ュ

レ
が
使
え
る
の
は
新
し
い
発
見
」
と

話
す
信
岡
さ
ん
の
商
品
は
、
「
食
べ

て
お
い
し
い
、
見
て
お
い
し
い
も
の

を
」
と
素
材
の
色
を
生
か
し
た
カ
ラ

フ
ル
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
採
用
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ン
バ
ー
が
時
代
に

合
っ
た
も
の
を
作
ろ
う
と
試
行
錯
誤

し
、
そ
の
中
で
津
江
の
強
み
を
存
分

に
生
か
す
商
品
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。

　

「
渡
邉
さ
ん
が
こ
ん
な
に
贅
沢
な

混
ぜ
御
飯
の
素
が
作
れ
る
の
は
、
自

分
た
ち
で
し
い
た
け
を
生
産
し
て
い

る
か
ら
。
農
産
物
が
周
り
に
あ
っ

て
、
そ
れ
を
利
用
で
き
る
こ
と
は
私

た
ち
の
大
き
な
強
み
で
す
」
と
宇
都

宮
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　
現
在
、
「
じ
も
っ
と
食
楽
部
つ
え
」

と
し
て
、
商
品
の
詰
め
合
わ
せ
を
販

売
す
る
計
画
に
取
り
組
ん
で
い
る
真

っ
最
中
。
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
れ
ば
、

次
々
に
新
し
い
ア
イ
デ
ア
が
飛
び
交

い
ま
す
。
「
田
舎
に
は
田
舎
の
良
い

と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
を

形
に
す
る
の
は
難
し
い
け
れ
ど
、
講

座
を
通
じ
て
一
歩
踏
み
出
せ
た
と
思

い
ま
す
」
と
話
す
早
川
さ
ん
。

　

新
し
い
津
江
の
魅
力
発
信
は
、
ま

だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
。

津
江
の
味
を
魅
力
的
に
発
信
じもっと食楽部つえ
宇都宮靖子さん（上津江町川原）
渡邉愛子さん（中津江村栃野）
信岡ケサヤさん（上津江町上野田）
上田幸子さん（上津江町上野田）
早川澄代さん（上津江町上野田）

く　ら　ぶ

く　
ら　
ぶ
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近
年
、
伊
勢
神
宮
の
遷
宮
な
ど
で
神
社
仏
閣
に
興
味
を
持
っ
て
い
る

人
も
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
御
朱
印
を
ご
存
知
で
す
か
？

　
御
朱
印
と
は
お
寺
や
神
社
を
参
拝
し
た
あ
か
し
と
し
て
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
る
印
状
の
こ
と
で
す
。
Ｂ
６
判
程
度
の
大
き
さ
の
紙
に
、
お

寺
の
ご
本
尊
の
名
前
、
神
社
の
名
前
な
ど
が
墨
書
き
さ
れ
、
そ
こ
に
朱

の
印
が
押
さ
れ
ま
す
。
書
か
れ
る
文
字
や
押
さ
れ
る
印
は
お
寺
や
神
社

に
よ
っ
て
異
な
り
、
専
用
の
御
朱
印
帳
に
書
い
て
も
ら
い
収
集
し
ま
す
。

　
御
朱
印
の
最
大
の
特
徴
は
、
一
つ
一
つ
手
書
き
で
あ
る
こ
と
。
書
か

れ
る
文
字
は
同
じ
で
も
、
筆
さ
ば
き
や
か
す
れ
具
合
な
ど
書
く
人
に
よ

っ
て
違
う
の
で
御
朱
印
と
の
出
会
い
は
一
期
一
会
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
私
は
以
前
、
京
都
の
清
水
寺
に
行
っ
た
と
き
に
初
め
て
御
朱
印
の
存

在
を
知
り
、
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
初
め
て
の
御
朱
印
は
太
宰
府
天
満

宮
で
も
ら
い
ま
し
た
。
最
初
は
ど
こ
か
に
行
っ
た
つ
い
で
に
御
朱
印
を

も
ら
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
御

朱
印
を
集
め
る
の
が
楽
し
く
な
り
、
今
で
は

京
都
や
奈
良
に
御
朱
印
を
も
ら
う
た
め
に
旅

行
す
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
、
７
冊

目
の
御
朱
印
帳
を
持
ち
歩
い
て
い
ま
す
。

　
御
朱
印
に
興
味
が
あ
る
人
、
「
こ
れ
か
ら

御
朱
印
を
集
め
て
み
た
い
な
」
と
思
う
人

は
、
是
非
、
図
書
館
に
あ
る
御
朱
印
の
本
を

手
に
取
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？
全
国
の
い
ろ
い

ろ
な
御
朱
印
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新刊情報

４月から新しいメンバーになりました

　４月の人事異動により、新体制
となりました。新しいメンバーで
皆さんの学習や調べもののお手伝
いをします。明るく楽しい図書館
になるよう頑張ります。困ったこ
とや分からないことなど気軽に声
を掛けてください。

「こん本読んでみらんかい？」
投稿者を募集します！

　泣ける本、笑える本、感
動した本、みんなにお薦め
したいあなたの一冊を教え
てください。
　応募用紙は図書館入り口
に備え付けていますので、
必要事項を記入して回収箱
に入れてください。

平成26年度のスタンプラリーが始まりました

　期間中に図書館で本を借りると、一冊の貸
出しにつきスタンプを1個押します。スタン
プが30個たまったら図書館に備付けの抽選
箱に入れてください。年３回の抽選でプレゼ
ントが当たります。是非、ご参加ください。

□対象
　中学生以上の図書館利用者
　（小学生以下は夏休みからスタート）
□期間　平成27年３月末まで
※スタンプラリーの台紙の配付は12月末までです。

おいでよ！おはなし会
５月10日㈯　午後３時～４時
５月24日㈯　午前11時～正午
児童コーナー

育てて、発見！「トマト」
真木文絵／文　石倉ヒロユキ／写
真・絵　福音館書店

 ぐんぐん育つトマト。本書では、成長が
早過ぎて、うっかり
すると見過ごしてし
まうようなことも、様々
な段階の細部がきち
んと分かる写真で紹介。
トマトの秘密にいく
つも出会える一冊。

わが家の漬物革命
大島貞雄／著　農山漁村文化協会

 50～60℃の塩水に浸けるだけでシャキシ
ャキの漬物に。レタ
スやサラダホウレン
ソウ、ねぎなど、今
までにない素材も登
場。ポリ袋と塩水の
加温・加熱が開く漬
物新世界。下漬不要、
殺菌効果もある技術。

図
書
館
の
本
を
読
ん
で
、
挑
戦
し
て
み
ま
し
た
！

The Quest For
History
御朱印ご利益別
参拝ガイド
レッカ社／編
カンゼン

御朱印でめぐる
京都の古寺
「地球の歩き方」編
集室／著
ダイヤモンド社

図書館に行こう　淡窓図書館☎㉒2497　開館時間：午前10時～午後７時（日曜日は午後６時まで）

参考にした本

４
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３
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30

９
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29

８
15
22

28

７
14
21

27

６
13
20

26

５
12
19

土日 月 火 水 木 金
５月の休館日（○…休館日）

ろ
な
御
朱
印
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

参考にした本
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●お家の人への

　プレゼント作り

　５日㈷・６日㈷・８日
㈭・９日㈮・10日㈯
　午前10時30分～
●お話会

　15日㈭
　午前10時30分～
●出口移動児童館

　17日㈯
　午前９時30分～正午

●お家の人への

　プレゼント作り

　10日㈯
●お話会　
　14日㈬・31日㈯
●スライム作り

　17日㈯
●リズム遊び

　21日㈬
※時間はいずれも午前10
時30分から。

●ランチday

　15日㈭　午前10時～
●子供の日の

　パーティー

　21日㈬　午前10時～
●せいまお兄さんと

　遊ぼう！

　23日㈮　午前10時～

矢幡光琉ちゃん
（２歳・天瀬町馬原）

建 依采ちゃん
（２歳・天神町）

い と

長尾晃希ちゃん
（３歳・清岸寺町）

ひかるあすな

こうきみひろ
中村心優ちゃん
（３歳・城町１丁目）

熊谷希乃花ちゃん
（３歳・清水町）

の の か

金﨑亜沙ちゃん
（２歳・財津町）

河津歩和ちゃん
（１歳・新治町）

あゆと
渡邉凌央ちゃん
（１歳・田島３丁目）

りょう
中野友翔ちゃん
（１歳・朝日町）

ゆうと

★ママさんのキャリア

アップ講座

　８日㈭・15日㈭
　午前11時～
●万顔旗作り

　14日㈬・21日㈬
　午前11時～
●玉ねぎ抜き＆お話会

　22日㈭
　午前10時30分～
●療育事業（音遊び）

　23日㈮　午前11時～

★印は事前予約が必要です。※児童館の利用には、年１回登録申請書（押印必要）を提出してください。

元気な日田っ子集まれ！

　７月に誕生日を迎える３歳
までのお子さんが対象です。
６月１日までにお申し込みく
ださい。（抽選の結果は、当
選者のみに連絡します）

□はがき 住所、お子さんの
氏名と生年月日、保護者
名、昼間の連絡先を記入
の上、郵送

□ホームページ　市ホーム
ページ（電子申請システ
ムのページ）から申込み

□携帯電話　下記の２次元
コードから申込み

※申込みの際は、写真を送
付する必要はありません。

　〒877-8601（住所記載不要）
　情報統計課行政情報発信係
　☎㉒８６２７

中央児童館

☎㉗６４０６
天瀬児童館

☎８９２２
大山児童館

☎２９０１
まえつえ

子育て支援施設

☎２４０９
じ
ど
う
か
ん
・
支
援
施
設
　
　

５
月
の
主
な
催
し
　
　

子
育
て
を
応
援
し
ま
す
！

Ｈａｐｐｙ
Ｂｉｒｔｈｄａｙ！
Ｈａｐｐｙ

Ｂｉｒｔｈｄａｙ！

５月生まれ

19 2014. 5. 1 

松原児童館（☎２９２２）は、毎週土曜日のみ開館しています。

ひのくま

子育て支援センター

☎㉒７５６５

丸の内

子育て支援センター

☎㉓１８９０

チャイルド

プラザ

☎㉕５３００

日田市の人口
（平成26年３月31日現在） 

■人口
　69,702人
　（前月比－413人）
・男　32,945人
・女　36,757人
■世帯数
　27,003世帯

楢原航大郎ちゃん
（２歳・丸山１丁目）

こうたろう
関 颯斗ちゃん
（２歳・田島１丁目）

はやと
德丸 蒼ちゃん
（２歳・丸山２丁目）

あおい

★母の日制作

　８日㈭　
　午前９時30分～正午
●歌とお話会

　12日㈪　午前11時～
★ヨガ教室

　13日㈫
　午前10時～10時40分
★親子クッキング

　16日㈮
　午前10時～午後０時
30分

★母の日デー

　８日㈭・９日㈮
　午前９時30分～正午
●土曜開放デー

　10日㈯　　　　
　午前９時30分～正午
★スクラップブッキング

　19日㈪
　午前10時～正午

●パパの日

　18日㈰　午前11時～
　（ボランティアグル
ープによるお話会）

★ママのためのリンパ

マッサージ講座

　19日㈪　午前11時～
★親子体操

　21日㈬　午前11時～
★身体計測＆お話会

　22日㈭　午前11時～

信岡咲翔ちゃん
（２歳・北友田１丁目）

さくと

菅𠩤凛佳ちゃん
（３歳・三本松２丁目）

貞清桜月音ちゃん
（３歳・丸山１丁目）

の る ん りんか
小野京香ちゃん
（３歳・北友田１丁目）

きょうか
川崎陽菜美ちゃん
（３歳・古金町）

ひ な み

星野夢月ちゃん
（１歳・天瀬町馬原）

みつき
川原咲幸ちゃん
（１歳・田島２丁目）

こうさゆき
加藤 岬ちゃん
（１歳・南友田町）

河野和夏ちゃん
（１歳・玉川町）

わ か
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５11月 日㈰　午前９時30分～午後４時
ローズヒルあまがせ（天瀬農業公園）
※天瀬振興局からシャトルバスが出ます。

ふれあい広場
アグリマーケット
味の広場

遊の広場
遊び空間
ローズガーデン
たんそうさん来場

ステージイベント
10：00～ 日田もりあ下駄い
 スコップ三味線「輝ほいさーズ」
 津軽三味線「和心」
11：00～ 烈車戦隊トッキュウジャーショー（１回目）
12：00～ フレアバーテンダー・カクテルショー
 日田高校チアリーディング
13：00～ 藤蔭高校吹奏楽部
14：00～ 烈車戦隊トッキュウジャーショー（２回目）

【問合せ】遊花祭実行委員会事務局☎３１４７（天瀬振興局産業建設課内）

春の　バラフェア
５/12㈪～18㈰
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広報ひたは、資源保護のため古紙再生紙と植物油インキを使用しています。

「協働のまちづくり出前懇談会」を開催
　「協働のまちづくり出前懇談会」は、市の部
長や課長などが地域に出向き、日田市の現状や
事業などを説明して市民の皆さんと意見交換を
行う会です。
　今回は、市長も参加を予定しています。
　女性や若い人たちの積極的な参加をお待ちし
ています。
※懇談会は５月から７月にかけて地区ごとに開催する
予定です。

▶議題（予定）　
　平成26年度の事業説明、ふるさと納税制度、
地域の課題などの意見交換

開催地区名
中津江
中川
東有田
鎌手
前津江
上津江

５月 ７日㈬  午後７時
５月 ８日㈭  午後７時
５月 ９日㈮  午後７時
５月12日㈪  午後７時
５月23日㈮  午後７時
５月29日㈭  午後７時30分

中津江振興局
天瀬公民館
東有田公民館
大山振興局
前津江公民館
上津江振興局

開催日時 開催会場

【問合せ】企画課政策企画係☎㉒８２２７（市役所６階）

キラキラ


